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１０月からの消費税率引き上げに伴う介護保険制度の変更点についてお知らせします

要介護度 ９月まで １０月から
要支援１ ５０，０３０円 ５０，３２０円
要支援２ １０４，７３０円 １０５，３１０円
要介護１ １６６，９２０円 １６７，６５０円
要介護２ １９６，１６０円 １９７，０５０円
要介護３ ２６９，３１０円 ２７０，４８０円
要介護４ ３０８，０６０円 ３０９，３８０円
要介護５ ３６０，６５０円 ３６２，１７０円

●支給限度額（１か月あたり）

●介護保険被保険者証の印字内容

介護保険料の減額

　低所得者への対応として、第１～３段階の介護保険料について保険料率が軽減されることに伴い、保険料が下表のとおり減額されます。

　なお、第４段階以上の方の負担に変更はありません。

※年間の保険料は、介護保険料の基準額６０，０００円に各段階の保険料率を乗じた額となります。

※表中の令和元年度の保険料率、保険料の数値は軽減後の数値です。

第１段階 第２段階 第３段階
平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 令和元年度 平成３０年度 令和元年度

保険料率 ０．４０ ０．３４ ０．６６ ０．５８ ０．７０ ０．６７５
年間保険料 ２４，０００円 ２０，４００円 ３９，６００円 ３４，８００円 ４２，０００円 ４０，５００円

介護保険料の決め方 ・納め方

決め方　保険料は前年度の所得等に応じて、市区町村ごとに決定します。詳細についてはお問い合わせください。

納め方　２つの方法があります。

▽特別徴収　偶数月（４月・６月・８月・１０月・１２月・２月）に、該当の保険料を年金から天引きします。

▽普通徴収　納付書または口座振替により納付してください。

※ ６５歳になった方や転入により青梅市の被保険者になった方については、普通徴収となります。翌年度４月以降に年金からの天引きが始まる方には、来年度以

降、特別徴収開始通知書を送付します。

令和元年度の介護保険料（１０月に６５歳になる方の例）

※ １０月で自動的に切り替わります。 なお、今年度分の介護保険料については納付書での納付となります。来年度以降、年金を受給している方は年金か

ら天引き（特別徴収）となる予定です。

　特別養護老人ホーム等の居住費、食費

の基準費用が左表のとおり、変更となり

ます。

　なお、介護保険負担限度額認定証をお

持ちの方については、従来の基準費用の

まま据え置きの金額となります。

区分 ９月まで １０月から
食費 １，３８０円 １，３９２円

居
住
費

ユニット型個室 １，９７０円 ２，００６円
ユニット型個室的多床室 １，６４０円 １，６６８円
従来型個室（老健・療養等） １，６４０円 １，６６８円
従来型個室（特養等） １，１５０円 １，１７１円
多床室（老健・療養等） ３７０円 ３７７円
多床室（特養等） ８４０円 ８５５円

●１日あたりの居住費・食費の基準費用〈第４段階（負担限度額認定非該当）〉

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年齢 ６４歳 ６５歳

区分

健康保険（介護保険分） 介護保険料
　加入している健康保険の一部（介護保険分）として負担してください。

納付方法等については、加入している健康保険ごとに異なります。

　各市町村が定める介護保険料として納付してください。１１月中旬

に送付する保険料額決定通知書に同封の納付書で納めてください。

介護保険サービスの利用者負担額の変更

　消費税率引き上げや介護職員の処遇改善に伴う介護保険制度の介護報酬の引き上げにより、介護保険サービス等の利用者負担が変更になりましたのでお知らせし

ます。

どうして利用者の負担が変わるのですか？

　今後も安定した介護保険サービスが提供できるように介護報酬を引き上げたためです。また、同時にサービスの利用者負担限度額等も引き上げられます。

※ 介護報酬とは、介護保険サービスを行った事業者へ、その対価として支払われる費用のことです。利用者負担はこのうちの１割～３割です。

変更内容　下記のとおり

問 い合わせ　介護保険課介護保険管理係、高齢者支援課包括支援係

　赤枠の記載内容が変更となります。（要介護度

をお持ちでない方は空欄です）

　要介護度をお持ちで、１０月以降に発行された

被保険者証については変更が反映された単位が記

載されています。

　なお、１０月以前に発行された被保険者証に

ついては９月までの単位が記載されていますが、

１０月からは変更になった単位が適用されます。

区分
サービス名※ ９月まで １０月から

要介護度 利用者負担
要支援２ １割 通所型サービス（現行相当） ３，６０７円／月 ３，６２４円／月

要介護２ １割
訪問介護（身体介護・３０分以上１時間未満） ４３６円／回 ４３７円／回

通所介護（７時間～８時間） ８１３円／回 ８１７円／回
訪問入浴介護（1回） １，３８２円／回 １，３８８円／回

●主なサービス費用の例

※ 一部抜粋したものとなります。その他のサービスや詳細については、お問い合わせください。


